
小倉議員の「伊達市職員の給与について」のうち、「給与の決

定方法について」のご質問から お答えいたします。 

市職員の給料表は、国家公務員の 各種給料体系のうち、「行政

職俸 給 表
ほうきゅうひょう

（一
いち

）」による給料に準拠しており、新規採用した場

合の 初任給につきましては、学歴や職歴等に応じ、また、採用後

の昇給等につきましては、毎年度の人事評価結果に基づき決定して

おります。 

 

次に、「ラスパイレス指数とその評価」についてでありますが、 

令和４年度の本市の指数は９９．１となっておりますが、比較対象

となる国家公務員については、給料水準が一定以上の職員を除き 

算定していること、また、職員数が少ない地方自治体においては、 

年齢構成等の事情による影響が大きいことなどから、本市において

は、ラスパイレス指数は、あくまでも、給料に関する一つの目安と

して認識しております。 

 

次に、「給与の今後の方向性」についてでありますが、国の人

事院勧告等に基づき 対応していく考えである一方、今後も、給料

水準 及び 人件費の上昇が予想されることから、引き続き、より効

率的な 行政運営を目指し取り組んでいく考えであります。 

 

 次に、「伊達市における個人情報の取扱いについて」のうち、

「現状について」でありますが、本市においては、担当部署以外の

職員が個人情報を含む電子データを見ることができないようアクセ

スを制御しており、また、ＵＳＢ等のデバイスへのコピーは、伊達



市情報セキュリティポリシーにおいて原則禁止しております。 

 

 次に、「外部業者における個人情報の取扱いの実態について」 

でありますが、個人情報を含む電子データについては、外部業者が

アクセスできない構造になっており、個人情報を含む業務につきま

しては、外部業者は、職員が抽出した個人情報のみを取り扱うこと

ができるものとしております。 

 

 次に、「世界文化遺産「北黄金貝塚」について」のうち、「過去

の入場者数等、利用実績について」のご質問からお答えいたします。 

世界文化遺産登録が決定した 令和３年度は約１万４千人、 令

和４年度は約１万９千人、令和５年度は約１万６千人の来場があり

ました。 

 

次に、「世界遺産登録をされたことによる効果について」であ

りますが、世界遺産登録後、一般の団体旅行者や個人旅行者等が 

約２倍に増加した点が挙げられます。 

 

次に、「北黄金貝塚の今後の方向性、展望について」でありま

すが、縄文時代の暮らしぶりや 自然との共生が学べる北黄金貝塚

の価値を 多くの方に知っていただけるよう、今後も 広く周知に努

めて参ります。 

 


